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株主による臨時株主総会の招集請求に関するお知らせ 

 

  当社は、当社株主より、臨時株主総会招集の請求に関する書面を平成 23 年 3 月 7 日付で受理いたしましたの

で、下記の通りお知らせ致します。 

記 

１．請求の内容 

（１）請求者 

   黒田 康敬（保有議決権個数 2,351 個、総株主の議決権の数に対する所有割合 3.47％） 

（２）総会の目的たる事項 

剰余金の配当に関する件 

（３）招集の理由 

本会社の２０１０年までの剰余金より特別配当金を１株当たり３．５円とし、即時配当することを提案

請求する。 

 

２．今回の臨時株主総会招集の請求について 

当該株主から臨時株主総会招集の請求につきましては、平成 23年 2月 17 日に招集請求書が送付されてお

りましたが、当社株式取扱規則第 12 条の規定に則り、本人確認を行っておりましたため、正式受理とはな

っておりませんでした。 

本日、同規定に基づく本人確認ができましたため、本臨時株主総会招集の請求書を正式に受理しておりま

す。 

 

３．当該請求に対する当社の対応方針 

当社は、当該請求について慎重に検討いたしました。 

しかしながら、当社は、安定的、継続的に剰余金の配当を行うことを基本方針とし、毎年 6月開催予定の

定時株主総会において、当期の剰余金の配当議案を上程することとしております。今期につきましても、こ

の基本方針に従い、本年 6月開催予定の定時株主総会において剰余金の配当議案をお諮りする予定でおりま

す。 

それにも拘らず、当該定時株主総会と近接する日時に剰余金の配当議案を審議するため臨時株主総会を招

集・開催することは合理的ではないこと、また、当該請求に基づく総会招集の理由は、配当の時期・金額の

いずれにおいても当社の前記基本方針に沿わないものといえます。 

従いまして、当社としましては、本日開催の取締役会において、当該請求に基づく臨時株主総会の招集手

続きは行わないことと決定いたしました。 

  なお、今後、当該請求について開示すべき事象が発生した場合は、速やかにお知らせしてまいります。 

以上 
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